
     

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
十
七
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 

広
島
県
条
例
第
二
十
六
号 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

第
一
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
  
 
 

附 

則 
 

１
―

 

（
略
） 

 

平
成
十
年
十
月
二
十
一
日
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算

事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
事
業
団
」
と
い

う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
（
同
法
附

則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
国
有
鉄

道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十

三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
者
に
限
る
。
）
が
、
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
旧
公
団
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と

な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
在

職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続

期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有

鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
、
旧
事
業
団
の
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
平
成
十
年
十
月
二
十
二

日
以
後
の
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た

だ
し
、
そ
の
者
が
旧
事
業
団
又
は
旧
公
団
を
退
職
し

た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付

を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

―

 

（
略
） 

 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員

に
対
す
る
第
十
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

 
 
 
 

附 

則 
 

１
―

 

（
略
） 

 

平
成
十
年
十
月
二
十
一
日
に
日
本
国
有
鉄
道
清
算

事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事

業
団
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
旧
事
業
団
」
と
い

う
。
）
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
者
（
同
法
附

則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
国
有
鉄

道
改
革
法
等
施
行
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十

三
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

た
者
に
限
る
。
）
が
、
引
き
続
い
て
独
立
行
政
法
人

鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法
（
平
成
十

四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
解
散
前
の
日
本
鉄
道
建
設
公
団
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
旧
公
団
」
と
い
う
。
）
の
職
員
と

な
り
、
か
つ
、
引
き
続
き
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
在

職
し
た
後
引
き
続
い
て
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
お
け

る
そ
の
者
の
退
職
手
当
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
勤
続

期
間
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
旧
日
本
国
有

鉄
道
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
、
旧
事
業
団
の
職

員
と
し
て
の
在
職
期
間
及
び
平
成
十
年
十
月
二
十
二

日
以
後
の
旧
公
団
の
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
を
職

員
と
し
て
の
引
き
続
い
た
在
職
期
間
と
み
な
す
。
た

だ
し
、
そ
の
者
が
旧
事
業
団
又
は
旧
公
団
を
退
職
し

た
こ
と
に
よ
り
退
職
手
当
（
こ
れ
に
相
当
す
る
給
付

を
含
む
。
）
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

―

 

（
略
） 

 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
退
職
し
た
職
員

に
対
す
る
第
十
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て



は
、
同
項
中
「
第
二
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
十
八
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
ロ 

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就

職
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、

知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再

就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四

条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は 

「
ロ 

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職

が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当

し
、
か
つ
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基

準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必

要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

た
も
の 

ハ 

特
定
退
職
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
保
険
法
附
則 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
内
に
居
住
し
、

か
つ
、
知
事
が
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項 

に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を 

促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条 

第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が 

適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
者 

を
除
く
。
）
」 

と
す
る
。 

は
、
同
項
中
「
第
二
十
八
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
十
八
条
ま
で
及
び
附
則
第
五
条
」
と
、
同
項
第

二
号
中
「
ロ 

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就

職
が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者
と
し
て

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、

知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再

就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四

条
第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適

当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
」
と
あ
る
の
は 

「
ロ 

雇
用
保
険
法
第
二
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
理
由
に
よ
り
就
職

が
困
難
な
者
で
あ
つ
て
、
同
法
第
二
十
四
条
の

二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す
る
者

と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当

し
、
か
つ
、
知
事
が
同
項
に
規
定
す
る
指
導
基

準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必

要
な
職
業
安
定
法
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る

職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め

た
も
の 

ハ 
特
定
退
職
者
で
あ
つ
て
、
雇
用
保
険
法
附
則 

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
内
に
居
住
し
、

か
つ
、
知
事
が
同
法
第
二
十
四
条
の
二
第
一
項 

に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て
再
就
職
を 

促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
安
定
法
第
四
条 

第
四
項
に
規
定
す
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が 

適
当
で
あ
る
と
認
め
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
者 

を
除
く
。
）
」 

と
す
る
。 

 
 

第
二
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
失
業
者
の
退
職
手
当
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る

退
職
が
定
年
に
達
し
た
こ
と
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
職
員
が
、

当
該
退
職
後
一
定
の
期
間
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い

こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
そ
の
旨

を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
と
、
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る

一
定
の
期
間
（
一
年
を
限
度
と
す
る
。
）
に
相
当
す

る
期
間
を
合
算
し
た
期
間
（
当
該
求
職
の
申
込
み
を

し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
一
定
の
期
間
内
に
求
職
の

申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

に
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
求
職
の
申
込
み

 

（
失
業
者
の
退
職
手
当
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
に
係
る

退
職
が
定
年
に
達
し
た
こ
と
そ
の
他
の
人
事
委
員
会

規
則
で
定
め
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
る
職
員
が
、

当
該
退
職
後
一
定
の
期
間
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い

こ
と
を
希
望
す
る
場
合
に
お
い
て
、
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
任
命
権
者
に
そ
の
旨

を
申
し
出
た
と
き
は
、
第
一
項
中
「
当
該
各
号
に
定

め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
号
に
定
め
る
期

間
と
、
求
職
の
申
込
み
を
し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る

一
定
の
期
間
（
一
年
を
限
度
と
す
る
。
）
に
相
当
す

る
期
間
を
合
算
し
た
期
間
（
当
該
求
職
の
申
込
み
を

し
な
い
こ
と
を
希
望
す
る
一
定
の
期
間
内
に
求
職
の

申
込
み
を
し
た
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間

に
当
該
退
職
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
求
職
の
申
込
み



を
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を

加
算
し
た
期
間
）
」
と
、
「
当
該
期
間
内
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
合
算
し
た
期
間
内
」
と
、
前
項
中
「
支

給
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替

え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期
間
」
と
し
、

当
該
退
職
の
日
後
に
事
業
（
そ
の
実
施
期
間
が
三
十

日
未
満
の
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）
を
開
始
し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職

員
が
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

任
命
権
者
に
そ
の
旨
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
事

業
の
実
施
期
間
（
当
該
実
施
期
間
の
日
数
が
四
年
か

ら
第
一
項
及
び
本
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期

間
の
日
数
を
除
い
た
日
数
を
超
え
る
場
合
に
お
け
る

当
該
超
え
る
日
数
を
除
く
。
）
は
、
第
一
項
及
び
本

項
の
規
定
に
よ
る
期
間
に
算
入
し
な
い
。 

４
―

 

（
略
） 

を
し
た
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
相
当
す
る
期
間
を

加
算
し
た
期
間
）
」
と
、
「
当
該
期
間
内
」
と
あ
る

の
は
「
当
該
合
算
し
た
期
間
内
」
と
、
前
項
中
「
支

給
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替 

え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
期
間
」
と
す
る
。 

           

４
―

 

（
略
） 

 
 

第
三
条 

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う 

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 
改 

正 

前 

 

（
失
業
者
の
退
職
手
当
） 

第
十
条 

（
略
） 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

一
―
四 

（
略
） 

五 

公
共
職
業
安
定
所
、
職
業
安
定
法
第
四
条
第
九

項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
同

法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者

の
紹
介
し
た
職
業
に
就
く
た
め
、
又
は
知
事
が
雇

用
保
険
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
指
示
し
た
同
法
第

五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等

を
受
け
る
た
め
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す

る
者
に
つ
い
て
は
、
移
転
費 

六 

（
略
） 

８
―

 

（
略
） 

 

（
失
業
者
の
退
職
手
当
） 

第
十
条 

（
略
） 

２
―
６ 

（
略
） 

７ 

（
略
） 

一
―
四 

（
略
） 

五 

公
共
職
業
安
定
所
、
職
業
安
定
法
第
四
条
第
八

項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
同

法
第
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
職
業
紹
介
事
業
者

の
紹
介
し
た
職
業
に
就
く
た
め
、
又
は
知
事
が
雇

用
保
険
法
の
規
定
の
例
に
よ
り
指
示
し
た
同
法
第

五
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
等

を
受
け
る
た
め
、
そ
の
住
所
又
は
居
所
を
変
更
す

る
者
に
つ
い
て
は
、
移
転
費 

六 

（
略
） 

８
―

 

（
略
） 

 
 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す

る
。 

 

一 

第
一
条
の
規
定 

公
布
の
日 

 

二 

第
二
条
の
規
定 

令
和
四
年
七
月
一
日 

 

三 

第
三
条
の
規
定 

令
和
四
年
十
月
一
日 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
第
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
令



和
四
年
七
月
一
日
以
後
同
項
の
事
業
を
開
始
し
た
職
員
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 


